
行 経 第 5 2 号　 

令和６年 11 月 22 日　 

 

　水戸市監査委員　様 

水　戸　市　長　　 

 

 

包括外部監査の結果に基づく措置状況について（通知） 

 

 

　このことについて，包括外部監査の結果に基づき，別紙のとおり措置を講じたので，地方

自治法第 252 条の 38第６項の規定に基づき，通知します。 

 

 



（参考）　監査の結果に基づく対応状況（教育委員会所管分を含む。） 

 

 
監査実施

年度
テーマ

指摘等の

件数

対応状況

 
区分

Ｒ４年３月２日 

通知（件数）

Ｒ５年３月 20日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年３月 19 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年 11 月 22 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

 Ｒ２年度 公有財産等の管

理に関する財務

事務の執行につ

いて

指摘 

37 件

措置済み １４ １７（３１） １（３２） ―（３２）

 措置を要しない理

由のあるもの
３ ―（３） ―（３） ―（３）

 対応中 ２０ ３ ２ ２

 意見 

24 件

措置済み ４ ３（７） １（８） １（９）

 措置を要しない理

由のあるもの
２ ―（２） ―（２） ―（２）

 対応中 １８ １５ １４ １３

 Ｒ３年度 外郭団体等に係

る財務に関する

事務の執行につ

いて

指摘 

28 件

措置済み １６ ６（２２） １（２３）

 措置を要しない理

由のあるもの
１ ―（１） ―（１）

 対応中 １１ ５ ４

 意見 

25 件

措置済み ９ ５（１４） ２（１６）

 措置を要しない理

由のあるもの
１ ―（１） ―（１）

 対応中 １５ １０ ８



　　対応状況については，１件の指摘・意見に複数の事項が含まれる場合などは，当該指摘・意見中の全ての事項に措置を講じるまで「対応

中」として扱うものとする。

 
監査実施

年度
テーマ

指摘等

の件数

対応状況

 
区分

Ｒ４年３月２日 

通知（件数）

Ｒ５年３月 20 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年３月 19 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年 11 月 22 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

 Ｒ４年度 水戸市上下水

道局における

財務事務の執

行及び管理の

状況について

指摘 

16 件

措置済み ５ ６（１１）

 措置を要しない

理由のあるもの
― ―

 対応中 １１ ５

 意見 

26 件

措置済み ２ ８（１０）

 措置を要しない

理由のあるもの
― ―

 対応中 ２４ １６

 Ｒ５年度 水戸市におけ

るこども・子育

て支援施策に

関する財務事

務の執行及び

管理の状況に

ついて

指摘 

６件

措置済み ３

 措置を要しない

理由のあるもの
―

 対応中 ３

 意見 

10 件

措置済み ３

 措置を要しない

理由のあるもの
１

 対応中 ６



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課

 
報告書ページ 22

区分別 

の番号

指摘事項 １

 意見

 

指摘事項等 

の内容

適正な基準内繰出金の算出に取り組むべきこと 
 
下水道事業に係る局職員に対する児童手当の給付に関する経費分につ

いて，基準内繰出金としての算定がなされていない。 
繰出金については，基準内外を問わず，市から局へは総額として措置

されていることから児童手当の給付に関する経費分の繰出金が，局にお

いて不足するものではないと考えられるが，地方交付税等で考慮される

ことになっていることから，適正に算出を行っていく必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

御指摘にあった，地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費につ

いて，下水道事業会計の令和５年度決算において，当該経費を基準内繰

入金として計上した。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）

水道部経理課 
下水道部下水道総務課

 
報告書ページ 63

区分別 

の番号

指摘事項 ４

 意見

 

指摘事項等 

の内容

　システム間のデータの整合性を確認すべきこと。 
　 
債権の残高データについて，会計システム側で保持する残高データと

水道料金システム側で保持する残高データを令和３年度末のデータで確

認したところ，以下のような差が発生している。 
　

 
　残高データは，滞納額が発生した場合の滞納者毎の滞納債権額（残高）

の特定や債務承継時の債務残高の確認の局面でも重要なデータであり，

当然ながら正確性が必要である。 
　現時点では，差額の内容が分析できず，正しい修正ができない状況と

なっている。所管課では，すでに改善に着手しているとのことであるが，

以下の点も考慮してチェック体制の確立を図られたい。 
　・両システム間における残高の不整合は生じうること，差額が発生し

うることを前提とすること。 
　・差額が累積すると分析が困難となることから，定期的に不整合がな

いかのチェックを行うこと。 
　・差額の原因となりやすい処理を中心に，日常的なチェック体制を構

築すること。 
　例えば，調定金額の修正や入金額の修正については，適切な根拠をも

って修正処理が行われているかモニタリングを強化することが考えられ

る。 
　具体的には，修正処理の実績を定期的にリスト化して出力し，修正処

理を行った担当者以外の第三者が根拠資料と全件照合する，といった手

続きを組み込むことである。 



 　また，例外的な処理を行うための機能として用意されている「修正」

機能について，当該機能を利用する件数が多くなっている場合には，原

因分析を行い，例外とされている処理の中に経常的な処理で対応できる

ものがないかの分別を行えるような業務手順・ルールの見直し等を行い

ながら，モニタリングが可能なレベルに例外処理件数を減らせるような

取り組みを検討していくことも必要である。 

 

講じた措置 

の内容等

　システム間の差額発生要因について，確認作業を行ったところ，外部

監査人より指摘のあった相違については，差額の大部分が不納欠損処理

を反映するタイミングの違いによるものであり，また，下水道事業会計

においては，水道の会計から下水道の会計への現金の振替に要する期間

による相違もあるため，今後も適正な管理に努めていく。 
　それ以外の差額については，決算時に誤謬訂正の処理を行い，令和５

年度末に修正を行った。 
　また，提示された内容を踏まえ，通常の事務処理における伝票作成時

の科目設定に不備がないかを重点的に再確認する等，システム間の債権

残高データの定期的なチェック体制を確立した。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
水道部経理課

 
報告書ページ 64

区分別 

の番号

指摘事項 ５

 意見

 

指摘事項等 

の内容

　会計規程の修正または規程に定めた管理を実施すべきこと 

 
会計規程第 116 条において「固定資産の管理区分は、管理者が別に定

めるところによる。」としている。しかし、担当者に質問したところ、管

理者が別に定めた管理区分はないとのことであった。会計規程第 116 条

の趣旨を踏まえ必要な管理区分を定めるか、実務上この規定による管理

区分が不要であれば、会計規程の改正を実施すべきである。

 

講じた措置 

の内容等

　指摘のあった固定資産の管理区分については，確認したところ，同規

程別表１の水道事業勘定科目表に定められたものに基づき事務処理を行

っているため，会計規程第 116 条の条文について，令和５年度に「固定

資産の管理区分は，水道事業にあっては別表第１勘定科目表に，下水道

事業にあっては別表第１の２勘定科目表に定めるところによる。」と改正

を行った。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和 4 年度
所管課 

（措置実施課）

水道部水道総務課 
水道部浄水管理事務所

 
報告書ページ 79

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 ５

 

指摘事項等 

の内容

委託範囲の拡大と組織内の人材育成のバランスについて，検討すべき

こと 
 
別紙の通り

 

講じた措置 

の内容等

委託範囲については，これまで，浄水場運転管理・保守業務委託にお

いて，開江浄水場は全日委託としているが，楮川浄水場は夜間休日委託

であり，平日昼間は職員による直営としてきた。 
　同委託に関しては，大規模災害等の緊急事態が生じた場合に職員のみ

での運転となっても水道水の安定供給に支障をきたすことのない態勢を

維持するため，令和６年度からの新規契約に向け，委託内容・範囲等に

ついて改めて検討した結果，今までどおり楮川浄水場において平日昼間

は職員が運転保守業務を行うことが職員の技術・ノウハウの承継につな

がると判断し，これまでと同様に開江浄水場は全日委託，楮川浄水場は

夜間休日委託として入札・契約を行なった。 
人材育成については，以前より，市長部局が実施する研修のほか，日

本水道協会等の外部組織による研修に参加するなど，技術・知識の習得

に努めてきたが，将来に向け，人材を効率的かつ継続的に育成するとと

もに，水道技術を確実に継承するため，令和５年 12 月に「水戸市上下水

道局人材育成基本方針」を策定した。 
　基本方針に基づき，従来の研修形態に加え，上下水道局における単独

の研修を実施し，各職場主体の技術継承研修を行うことで，現場で実践

できる環境を整えている。 
　また，職員の意欲と能力を引き出すため，能力育成期間，能力拡充期

間，能力成熟期間を設定し，個人の適正や希望に配慮しつつ，必要に応

じた業務に配置することで，業務効率の向上を図っている。 



別紙 
 
水道事業、下水道事業においては、以下の通り包括外部委託を採用する事例があるな

ど、民間ノウハウの活用が進められている現状が見受けられる。 

 

 

 

業務委託の活用については、厳しい経営環境にある水道事業等において、民間ノウハウ

の活用という観点からも重要な取り組みとされている。 

 
 



 

一方で、業務委託を広範囲で進めることは、内部の人材育成やノウハウ蓄積が困難とな

るというリスクも指摘されている。 

今後、業務委託の推進が図られていくにあたり、積算、発注、計画といった観点で、人

材育成やノウハウの蓄積等が困難となり、人材、ノウハウの承継に断層が生じれば回復は

困難となるリスクを伴うものと考えられる。 

 

（積算について） 

業務委託の積算をしやすい環境整備が進められているが、以下の事例のように積算の基 

礎情報をどのように適用するかについては、専門的な知見が必要である。 

 

 

 



（発注について） 

人材不足、ノウハウの蓄積不足は、発注者能力の低下につながり、また、業務品質をチ

ェックできなくなるリスクが出てくる。 

 

（計画について） 

水道事業等は、長期的な視点での投資計画や収支計画の策定が求められている。設備等

の損耗状況の実態を正しく把握し、設備の更新周期等を合理的に見積もる能力を維持する

ことは、長期的な投資計画や収支計画の重要な基礎情報を得るために不可欠である。人材

育成やノウハウ蓄積が困難となることは、長期的な収支計画や投資計画の策定に支障をき

たすリスクが出てくる。 

 

このような観点から、外部委託を進めていくにあたって、職員の保持すべき技術やノウ

ハウについて再確認を行い、教育研修の充実やノウハウを蓄積しやすい人事異動・ローテ

ーションの配慮等、組織全体として対策を講じる必要がある。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
水道総務課

 
報告書ページ 111

区分別 

の番号

指摘事項 11

 意見

 

指摘事項等 

の内容

賞与引当金について適正に金額の算定をすべきこと 
 
賞与引当金について、会計規程において下記のように定めている。 

 

(賞与引当金の計上方法) 

第 128 条の 6　賞与引当金は，翌年度に支給すべき賞与のうち，当

年度の負担に属する額(12 月から 3月までの 4カ月分)を引き当て

るものとする。 

(平 26 水道部規程 4・追加) 

 

会計規程に記載のとおり賞与引当金は、翌年度支給する賞与のうち当

年度に負担すべき金額を計上すべきものである。しかし予算作成の実務

的な要件により、当初予算については予算作成時点、すなわち当初予算

については予算年度の前年度に作成することとなるため、賞与支給年度

からすると前々年度における人員をもとに計算される。予算作成時点で

は最善の見積もりであるとはいえ、賞与引当金計上の目的からすると事

業年度中に予算金額の補正が必要となるが、実際は賞与引当金以外の要

請により補正予算を作成する必要がある場合は補正予算を作成し、その

中で賞与引当金についても修正をするが、賞与引当金の修正以外に補正

予算作成の必要性がない場合には、賞与引当金の金額は当初予算がその

まま決算金額となっている。 

過去３年の賞与引当金算定時の支給見込み額と実支給額の差額は下図

のとおりとなっている。 



 

 

 
特に令和 3年度の賞与引当金（賞与支給は令和 4年 6月）において大き

な差異が生じているが、これは国会における給与法改正の時期が例年と

比べ遅くなり、冬の賞与の改正に間に合わず翌年度の夏の賞与で調整を

行うこととなったことの影響によるものである。 

　このように期末時点においては最善の見積もりを行うことによって、

より正確な引当金ができるものであっても、当初予算の金額をそのまま

用いると支給実績との差額が大きくなり、本来の事業損益を歪めること

となる。 

　そのため、賞与引当金の算定について、会計規程に定められたとおり、

翌年度に支給すべき賞与をもとに算定すべきである。 

 
講じた措置 

の内容等

令和５年度の賞与引当金は，令和６年６月に支給する予定の賞与をも

とに，当年度に負担する金額を令和５年度末に適正に計上し，処理した。 
次年度以降も，補正の有無にかかわらず同様に計上する。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 

 
監査実施年度 令和４年度

所管課 

（措置実施課）
水道部経理課

 
報告書ページ 112

区分別 

の番号

指摘事項 12

 意見

 

指摘事項等 

の内容

　修繕引当金について適正な会計処理を実施すべきこと 
　 
　別紙の通り 

 

講じた措置 

の内容等

　現在計上されている 33,062,099 円については，平成 26年度の公営企

業会計基準改正以前に積み立てた引当金であり，予算外の修繕が発生し

た場合に備えて，改正附則４条に基づき平成 26年度以降も引当金に計上

してきた。 

しかしながら，年度間で修繕費の差はあるものの，修繕箇所の適切な

予算計上により対応したため，修繕引当金を取り崩すタイミングがなか

った。そのため，流動負債に計上し続けることが適正ではないという指

摘を踏まえ，当該引当金については，令和５年度末に特別利益へ戻入れ

を行った。 



別紙 
 
水道事業の令和３年度決算において，貸借対照表の流動負債の科目に修繕引当金

33,062,099 円を計上している。この修繕費引当金については近年同額計上が続いており，

特段の動きがない。 
修繕引当金については平成26年度の地方公営企業の会計基準見直しにより，従前の会計

処理の方法から変更が生じている。会計基準見直し時のQ&A資料において，次のように記

載されている。 

 

担当者に確認したところ、上記Q&Aの総務省回答を参考に、修繕引当金について従前の

例により取り崩すことができるため、直近では取り崩していないが将来的に大規模修繕が

生じた際に取り崩す予定とのことであった。この従前の例については下記の依命通達を参

考とする。 



 

すなわち、修繕引当金について計上・取崩しが認められていたのは毎事業年度の修繕費

の額の平準化が目的の時である。そこで修繕引当金の過去10 年間の修繕費の額を調査し

たところ下記のようになった。 
 

 



　過去 10 年間において修繕費の額について年度間で 2 倍以上の差があるなど変動は大き

く，修繕引当金計上額で対応可能な金額であるため，取り崩しを行い修繕費の平準化を行う

べきであったと考えられる。 
　また，通常流動負債に計上する科目については１年以内に出金・債務の履行をすべき事項

であり，流動負債において同額を長年計上し続ける会計処理は適正なものとはいえない。 
　そのため，修繕引当金について長期的に同額を計上することなく，従前の例に従い，修繕

費の額の平準化を目的として，適時に取崩しを行うべきである。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課

 
報告書ページ 138

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 12

 

指摘事項等 

の内容

汚水処理原価について、分流式下水道等に要する経費を控除前で算出す

べきこと 
 
汚水処理原価について、過去 5 年間の推移を以下のように算出してい

る。 
(単位：円／㎥) 

 
汚水処理原価の計算式 
汚水処理原価＝汚水処理費(公費負担分を除く)／年間有収水量 
 
〇汚水処理費の内訳 
①維持管理費 
ポンプ場や処理場等の、職員給与費、修繕維持費、動力費等のうち、

汚水処理に係る費用を計上。 
ただし、一般会計が負担すべきものとされる「水質規制費」「水洗便所等

普及費」「不明水処理費」「高度処理費」等を除く。 
 
②資本費 

企業債等利息、減価償却費のうち、汚水処理に係る費用を計上。 
ただし、それぞれ、次のものを除く。 
・ 　下水道事業債のうち、一般会計が負担すべきものとされる「普及

特別対策債分」「臨時措置分」「特例措置分」の、それぞれ、利子、

元金。 
・ 　一般会計が負担すべきものとされる「高資本費対策経費」「分流式

下水道に要する経費※」。 

 年　　度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度

 汚水処理原

価

162.12 162.38 162.03 159.30 159.81



 ・ 　長期前受金戻入分 
 
※分流式下水道に要する経費とは 
　分流式の公共下水道に要する資本費のうち、その経営に伴う収入をも

って充てることができないと認められるものに相当する額を繰入の対象

として、毎年発出される「地方公営企業繰出金について(総務副大臣通

知)」に定められている繰入基準。 
　「その経営に伴う収入をもって充てることができない」とは、下水道

使用料単価 150 円/㎥以上としてもなお充てることができない額とされ

ている。 
 
ところで、分流式下水道に要する経費は、下水道使用料／年間有収水

量が 150 円を超えている場合に、実際に発生している汚水処理原価に対

して使用料の不足分を補填する意味を持つものであり、当該「分流式下

水道に要する経費」を原価から控除して算出することは、実際の発生原

価を正しく表示していないものと考えられる。汚水処理原価について、

分流式下水道等に要する経費を控除せずに、数値を算出すべきものと考

える。 
なお、分流式下水道に要する経費の控除前の汚水処理原価では、以下

のように算出される。 
(単位：円／㎥) 

 

講じた措置 

の内容等

汚水処理原価の算出については，総務省の行う統計調査において，分

流式下水道等に要する経費を控除して行うものとされているが，ご意見

を踏まえ，令和５年度に策定した水戸市下水道事業経営戦略（第２期）

においては，分流式下水道等に要する経費を控除しない汚水処理原価を

算出するとともに，その内訳として，維持管理費分と資本費分を算出し，

分流式下水道等に要する経費の影響を受けない維持管理費に限定した汚

水処理原価の指標を採用した。 

 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度

 汚水処理原価 293.46 275.43 269.36 270.70 258.24



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和 4年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課

 
報告書ページ 139

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 13

 

指摘事項等 

の内容

経費回収率について、分流式下水道等に要する経費を控除前で算出すべ

きこと 
 
経費回収率は、下水道使用料÷汚水処理費(公費負担分を除く)×100 で
算出される。ここで、分母となる汚水処理費から公費負担分を除くとさ

れているところであるが、分流式下水道等に要する経費は、回収できな

い部分を補填する性質のものであり、経費がどれだけ回収されているか

を表す指標を算出するにあたって、控除された結果を表すことは、実態

を表すものではないものと考えられる。 
分流式下水道等に要する経費を控除せずに、数値を算出すべきものと考

える。 
なお、公共下水道における控除前の数値は、以下のように算出される。 
 

 
 

29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

経費回収率（％） 55.02 58.71 60.02 58.71 61.76

下水道使用料 3,186,476 3,227,997 3,233,611 3,233,765 3,248,048

汚水処理費 5,791,319 5,497,862 5,387,366 5,507,706 5,258,653

維持管理費分 1,339,520 1,362,954 1,413,323 1,476,368 1,444,531

資本費分 4,451,799 4,134,908 3,974,043 4,031,338 3,814,122



 

講じた措置 

の内容等

経費回収率の算出については，総務省の行う統計調査において，汚水

処理費から公費負担分として分流式下水道等に要する経費を控除して行

うものとされているが，ご意見を踏まえ，令和５年度に策定した水戸市

下水道事業経営戦略（第２期）においては，分流式下水道等に要する経

費を控除しない汚水処理原価を算出するとともに，その内訳として，維

持管理費分と資本費分を算出し，分流式下水道等に要する経費の影響を

受けない下水道使用料収入に対する維持管理費に限定した汚水処理費の

指標を採用した。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課

 
報告書ページ 157

区分別 

の番号

指摘事項 15

 意見

 

指摘事項等 

の内容

ストックマネジメントと経営戦略の整合性をとるべきこと 
 
　市は、令和 2 年度に株式会社建設技術研究所にポンプ場・処理場施設

について、株式会社東洋コンサルタントに管路施設についてのストック

マネジメント計画の策定業務を委託し、ストックマネジメント計画を策

定している。 
　このストックマネジメント計画の策定は、資産（管路）の取得年度及

び現状観察等から、更新の緊急度を調査し、一定の予算制約の中で、健

全度が１になることが無いようにリスク評価を行って、100 年間下水道

施設を維持していく上で、平準化されたものとなるよう検討されている。 
ポンプ場・処理場施設についての概要は、以下のとおりである。 

 
健全度の定義 

 



 

 

なお、健全度 1 の発生を抑えつつ段階的に投資額を変更することで、

2033 年以降は定期的に予算の見直しが必要となり、100 年間の事業費の

推移としては年間最大 19 億円必要になるなどややバラツキが出るが、

2027 年までの 8 年間は現状で可能な予算である年間 12 億円で対応でき

る。投資額にバラツキが出るが、現実的に不可能な増減額ではないと考

えられるとしている。 
　また、管路については、予算として計上できる上限と考えられる約 2.5
億円(予算全体 3.0 億円から調査費 0.5 億円を差し引いた金額)で対応で

きるストックマネジメント計画になっている。 
　このストックマネジメント計画によれば、施設・管渠の改築等には年



 間 14.5 億円の支出が必要になってくる。 
一方、経営戦略を見ると、平成 29 年度から平成 35 年度を計画期間と

して策定され、施設・管渠の改築は、以下のように計画されたままにな

っている。 

 

 

 

 
なお、流域下水道として県が維持管理し、施設の改良等については使

用料に含まれておらず、都度負担を求められる第 3 号公共下水道の施設



 改良費等については当該ストックマネジメントには含まれていない。一

方、後述する茨城県の「生活排水ベストプラン」では、今後、10～15 年
で水戸市浄化センターに統廃合が見込まれる内原浄化センター及び水

府・青柳浄化センターが、今後 100 年間の維持対象に含まれている。 
このようなことから令和 2 年度に委託作成されたストックマネジメン

ト計画が、全ての前提となりうるものではないとは考えられるが、現状

の市の公共下水道施設の方針を踏まえて、流域下水道施設への今後の負

担見込等の全ての予見可能な施設等改良費を整合させた上で作成された

経営戦略は、企業経営の PDCA サイクルを実行していく上での重要なツ

ールであり、使用料改定にあたっての説明資料ともなってくることから、

精度をもって作成し、適宜、必要な改定を行っていく必要がある。

 
講じた措置 

の内容等

令和５年度において，水戸市下水道事業経営戦略（第２期）の改定を

行う中で，ストックマネジメント計画の内容を踏まえて，投資・財政計

画の見直しを行った。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課

 
報告書ページ 171

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 18

 

指摘事項等 

の内容

分析にあたり、分流式下水道に要する経費の扱いを調整すべきこと 
 
企業債残高対事業規模比率、経費回収率及び汚水処理原価が、平成 29

年度から大きく改善しているように見える。これは、平成 29 年度、分流

式下水道に要する経費の算定方式を適正に見直し、従前、基準外繰出金

として処理されていた繰出金のうち、分流式下水道に要する経費として

算定されて基準内繰出金として扱われる部分が増加し、その部分を調整

していることによることが大きく寄与している。 
分流式下水道に要する経費は、経営活動の結果、回収できない分とし

て事後的に算定されるものであり、他の基準内繰出金のように、一般会

計等が当然に負担するものとして扱われるものではない性質のものであ

る。 
事業の適正な分析を行っていくにあたって、分流式下水道に要する経

費分の繰出金の影響を受けることなく行っていくことが、必要である。 
参考として、平成 29 年度から令和 3 年度における分流式下水道に要す

る経費の繰出金額及び有収水量の推移は、以下のとおりとなっている。 
 



 

講じた措置 

の内容等

汚水処理原価等の算出については，総務省の行う統計調査において，

分流式下水道等に要する経費を控除して行うものとされているが，御意

見を踏まえ，令和５年度に策定した水戸市下水道事業経営戦略（第２期）

においては，分流式下水道等に要する経費を控除しない汚水処理原価を

算出するとともに，その内訳として，維持管理費分と資本費分を算出し，

分流式下水道等に要する経費の影響を受けない維持管理費に限定した汚

水処理原価等の指標を採用した。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道施設管理事務所

 
報告書ページ 178

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 19

 

指摘事項等 

の内容

見積り価格について、妥当性の根拠を求めていくこと 
 
水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程では、以下のよ

うに設計金額を算出するため必要があると認められるときは、参考見積

を徴取することができることとなっている。 

 

委託業務の入札及び随意契約の予定価格を算定するにあたって、茨城

県の土木単価等による積算ができないものについては、数社からの項目

別の見積り価格を徴収し、令和 2 年度まではその項目毎に見積り価格の

最低のものを、令和 3 年度からは項目毎の見積り価格の平均(ただし、異

常値を除く)値をもって、積算する方法を採用している。 
その見積りを徴取するにあたっては、依頼する会社が特定されている



 傾向がみられている。 
ところで、このような方法を採用して積算された価格が適正であるか

否かの判断がなされておらず、数社からの見積りから算定された価格で

あるから適正だという判断で処理が行われている。 
茨城県の土木単価等が無いものについても、市として繰り返し行われ

てきている業務内容等の経験や他の施設等の価格を基に、見積りを出さ

れている価格が妥当であるかの説明を行っていけるよう取り組んでいく

必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

登録業者であっても，農業集落排水処理施設などの大型浄化槽の維持 

管理業務に対応できず，見積りの提出依頼を行っても，提出ができない 

業者が多い状況であるため，特定の業者に依頼する傾向にあった。 

従前は，通常４業者から見積もりを徴取していたが，価格の妥当性の

根拠を補強するための取組として，令和６年度から，６業者から見積り

を徴取することとした。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道施設管理事務所

 
報告書ページ 188

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 21

 

指摘事項等 

の内容

災害復旧工事の業者選定にあたって、記録を残していくべきこと 
 
令和元年度及び令和 2 年度において、令和元年度台風 19 号の被災に 
よる復旧工事が随意契約により行われている。 
当該復旧工事にあたって、業者の選定プロセスを確認したところ、復 
旧工事をできる業者が株式会社ヤマトしかなかったとのことであるが、 
どの業者にどのように工事の打診を行ったかの記録が残されていない。 
災害復旧という非常事態時ではあるが、業者選定のプロセスについて 
は、検討記録や業者との応答記録等を整理し、業者選定のプロセスを明 
確に説明できるようにしておくことが必要である。

 

講じた措置 

の内容等

当時，災害復旧に対応できる職員が限られており，数十箇所の現場対

応と多数の苦情処理を行いながらの業務であったため，復旧工事の業者

選定に関する記録や住民対応の記録などが行えない状況であった。 

災害協定を締結していなかった農業集落排水処理施設について，被災

時における効率的かつ迅速な対応を可能とする体制を構築するため，令

和６年３月に，日頃から維持管理を行っている業者との間で緊急時の依

頼手法や工事の範囲等をあらかじめ定めた災害協定を締結した。これに

より，被災時における業者選定の事務を省くとともに，意見のあった業

者選定等に係る記録の保存へも対応可能となった。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道施設管理事務所

 
報告書ページ 188

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 22

 

指摘事項等 

の内容

災害協定の締結について、検討していくべきこと 
令和元年度台風 19 号による被災のように、突発的災害が発生するこ 
とも危惧される。非常時において対応できる業者を選定し、予め災害協 
定等を締結し、被災後の混乱を回避する方法も検討しておく必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

災害協定を締結していなかった農業集落排水処理施設について，被災

時における効率的かつ迅速な対応を可能とする体制を構築するため，令

和６年３月に，日頃から維持管理を行っている業者との間で緊急時の依

頼手法や工事の範囲等をあらかじめ定めた災害協定を締結した。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道施設管理事務所

 
報告書ページ 189

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 23

 

指摘事項等 

の内容

見積り価格について、妥当性の根拠を求めていくべきこと 
 
委託で記したのと同様、工事の入札及び随意契約の予定価格を算定す 
るにあたって、茨城県の土木単価等による積算ができないものについて 
は、数社からの項目別の見積り価格を徴取し、令和 2 年度まではその項 
目毎に見積り価格の最低のものを、令和 3 年度からは項目毎の見積り価 
格の平均(ただし、異常値を除く)値をもって、積算する方法を採用してい 
る。 
そして見積りを徴取するにあたっては、依頼する会社が特定されてい 
る傾向がみられている。 
ところで、このような方法を採用して積算された価格が適正であるか 
否かの判断がなされておらず、数社からの見積りから算定された価格で 
あるから適正だという判断で処理が行われている。 
茨城県の土木単価等が無いものについても、市として繰り返し行われ 
てきている業務内容等の経験や他の施設等の価格を基に、見積りを出さ 
れている価格が妥当であるかの説明を行っていけるよう取り組んでいく 
必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

登録業者であっても，農業集落排水処理施設などの大型浄化槽の維持 

管理業務に対応できず，見積りの提出依頼を行っても，提出ができない 

業者が多い状況であるため，特定の業者に依頼する傾向にあった。 

従前は，通常４業者から見積もりを徴取していたが，価格の妥当性の

根拠を補強するための取組として，令和６年度から，６業者から見積り

を徴取することとした。


